
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 
 

広
島
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 
 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
広
島
県
規
則
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
五
条
を
削
る
。 

第
六
条
中
「
前
三
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
四
項
の
表
企
画
振
興
局
地
域
振
興
部
地
域
政
策
課
の
項
中
「
、
交
流
定
住
室
長
」
を
削
り
、
同
表

商
工
労
働
局
総
務
管
理
部
商
工
労
働
総
務
課
の
項
中
「
計
量
検
定
室
長
」
を
「
東
部
産
業
支
援
室
長
、
計
量

検
定
室
長
」
に
改
め
、
同
表
農
林
水
産
局
農
林
整
備
部
森
林
保
全
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

農
林
水
産
局
農
林
整
備
部
林

業
課 

林
業
技
術
指
導
室
長 

  

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

６ 

当
分
の
間
、
健
康
福
祉
局
に
介
護
人
材
就
業
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
課
長
を
、
商
工
労
働
局
に
雇
用

基
金
特
別
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
課
長
を
置
く
。 

７ 

前
項
に
規
定
す
る
担
当
課
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
担
当
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。 

８ 

当
分
の
間
、
美
術
館
の
館
長
は
、
知
事
を
も
つ
て
充
て
る
。 

 

別
表
第
一
号
の
表
室
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

室
長
補
佐 

室 

上
司
の
命
を
受
け
、
室
長

を
補
佐
す
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

  

別
表
第
一
号
の
表
専
門
技
術
監
の
項
中
「
及
び
水
産
課
」
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

水
産
技
術

管
理
監 

課 

上
司
の
命
を
受
け
、
水
産

技
術
の
指
導
に
関
す
る
事

務
を
総
括
及
び
整
理
す
る
。

農
林
水
産
局

農
水
産
振
興

部
水
産
課
に

必
要
に
応
じ

置
く
。 

治
山
管
理

監 

課 

上
司
の
命
を
受
け
、
治
山

事
業
に
関
す
る
事
務
を
総

括
及
び
整
理
す
る
。 

農
林
水
産
局

農
林
整
備
部

森
林
保
全
課

に
必
要
に
応

じ
置
く
。 

  

別
表
第
一
号
の
表
主
任
専
門
員
の
項
中
「
課
」
を
「
課
及
び
室
」
に
改
め
、
同
表
主
任
普
及
専
門
員
の
項

中
「
水
産
課
」
の
下
に
「
及
び
農
林
整
備
部
林
業
課
」
を
加
え
、
同
表
専
門
員
の
項
中
「
課
」
を
「
課
及
び

室
」
に
改
め
、
同
表
普
及
専
門
員
の
項
中
「
水
産
課
」
の
下
に
「
及
び
農
林
整
備
部
林
業
課
」
を
加
え
、
同

表
主
任
の
項
中
「
課
」
を
「
課
及
び
室
」
に
改
め
る
。 



 
別
表
第
二
号
の
イ
の
表
中
「
イ 

行
政
機
関
（
地
域
事
務
所
を
含
む
）
」
を
「
イ 

行
政
機
関
」
に
改
め
、

同
表
所
長
の
項
中
「
所
又
は
セ
ン
タ
ー
」
を
「
所
若
し
く
は
セ
ン
タ
ー
又
は
事
業
所
若
し
く
は
管
理
事
務
所

」
に
改
め
、
同
表
局
長
の
項
及
び
支
局
長
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

支

所

長 
支
所 

上
司
の
命
を
受
け
、
職
員

を
指
揮
監
督
し
、
支
所
の

事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

分

室

長 

分
室 
上
司
の
命
を
受
け
、
職
員

を
指
揮
監
督
し
、
分
室
の

事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

  

別
表
第
二
号
の
イ
の
表
医
監
の
項
中
「
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
」
を
「
厚
生
環
境
事
務
所
」
に
改
め
、

同
表
次
長
の
項
中
「
、
セ
ン
タ
ー
及
び
広
島
港
湾
振
興
局
並
び
に
局
」
を
「
及
び
セ
ン
タ
ー
並
び
に
支
所
、

分
室
」
に
、
「
所
長
及
び
局
長
並
び
に
支
局
長
」
を
「
所
長
又
は
支
所
長
若
し
く
は
分
室
長
」
に
、
「
局
、

所
又
は
セ
ン
タ
ー
」
を
「
所
若
し
く
は
セ
ン
タ
ー
又
は
支
所
、
分
室
若
し
く
は
事
業
所
」
に
改
め
、
同
表
分

室
長
の
項
を
削
り
、
同
表
税
務
査
察
監
の
項
中
「
広
島
地
域
事
務
所
税
務
局
及
び
福
山
地
域
事
務
所
税
務
局

」
を
「
西
部
県
税
事
務
所
及
び
東
部
県
税
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
調
整
監
の
項
、
総
務
管
理
監
の
項
及
び

総
務
契
約
監
の
項
中
「
地
域
事
務
所
総
務
局
」
を
「
総
務
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
企
画
調
整
監
の
項
を
削

り
、
同
表
徴
収
監
の
項
中
「
地
域
事
務
所
税
務
局
」
を
「
県
税
事
務
所
及
び
そ
の
分
室
」
に
改
め
、
同
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

保
健
管
理

監 

厚
生
環
境
事

務
所
の
支
所

及
び
保
健
所

の
支
所 

上
司
の
命
を
受
け
、
保
健

に
関
す
る
事
務
を
総
括
及

び
整
理
す
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

 

別
表
第
二
号
の
イ
の
表
医
療
事
業
調
整
監
の
項
中
「
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
及
び
保
健
所
」
を
「
厚
生

環
境
事
務
所
及
び
保
健
所
並
び
に
そ
れ
ら
の
支
所
」
に
改
め
、
同
表
医
療
福
祉
調
整
監
の
項
中
「
地
域
事
務

所
厚
生
環
境
局
及
び
保
健
所
」
を
「
厚
生
環
境
事
務
所
及
び
保
健
所
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 

監
視
指
導

監 

厚
生
環
境
事

務
所
の
支
所

及
び
保
健
所

の
支
所 

上
司
の
命
を
受
け
、
食
品
、

薬
事
及
び
環
境
に
関
す
る

事
務
を
総
括
及
び
整
理
す

る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

  

別
表
第
二
号
の
イ
の
表
技
術
指
導
検
査
監
の
項
中
「
地
域
事
務
所
農
林
局
」
を
「
農
林
水
産
事
務
所
及
び

そ
の
事
業
所
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

土
地
改
良

監 

農
林
水
産
事

務
所
の
事
業

所 

上
司
の
命
を
受
け
、
土
地

改
良
に
関
す
る
事
務
を
総

括
及
び
整
理
す
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

  

別
表
第
二
号
の
イ
の
表
家
畜
衛
生
専
門
監
の
項
中
「
地
域
事
務
所
農
林
局
」
を
「
畜
産
事
務
所
」
に
改
め
、

同
表
工
事
検
査
監
の
項
中
「
地
域
事
務
所
建
設
局
及
び
広
島
港
湾
振
興
局
」
を
「
建
設
事
務
所
及
び
広
島
港



湾
振
興
事
務
所
並
び
に
建
設
事
務
所
の
支
所
」
に
改
め
、
同
表
建
築
検
査
監
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
管
理
専
門

監 

建
設
事
務
所

の
支
所 

上
司
の
命
を
受
け
、
土
木

関
係
公
共
施
設
の
管
理
及

び
所
定
の
許
認
可
等
に
関

す
る
事
務
を
総
括
及
び
整

理
す
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

  

別
表
第
二
号
の
イ
の
表
管
理
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

用
地
専
門

監 

建
設
事
務
所

の
支
所 

上
司
の
命
を
受
け
、
土
地

物
件
の
取
得
及
び
損
失
補

償
事
務
を
総
括
及
び
整
理

す
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

維
持
専
門

監 

建
設
事
務
所

の
支
所 

上
司
の
命
を
受
け
、
土
木

関
係
公
共
施
設
の
維
持
補

修
等
に
関
す
る
事
務
を
総

括
及
び
整
理
す
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

工
務
専
門

監 

建
設
事
務
所

の
支
所 

上
司
の
命
を
受
け
、
土
木

工
事
の
調
査
、
設
計
及
び

監
督
等
に
関
す
る
事
務
を

総
括
及
び
整
理
す
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

港
湾
建
設

監 

建
設
事
務
所

の
支
所 

上
司
の
命
を
受
け
、
港
湾

及
び
漁
港
に
関
す
る
工
事

の
調
査
、
設
計
及
び
監
督

等
に
関
す
る
事
務
を
総
括

及
び
整
理
す
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

  

別
表
第
二
号
の
イ
の
表
専
任
主
査
の
項
中
「
、
セ
ン
タ
ー
及
び
広
島
港
湾
振
興
局
並
び
に
局
」
を
「
及
び

セ
ン
タ
ー
並
び
に
支
所
、
分
室
」
に
改
め
、
同
表
事
業
調
整
員
の
項
中
「
地
域
事
務
所
総
務
局
、
農
林
局
及

び
建
設
局
」
を
「
総
務
事
務
所
、
厚
生
環
境
事
務
所
、
保
健
所
、
農
林
水
産
事
務
所
、
畜
産
事
務
所
、
家
畜

保
健
衛
生
所
、
建
設
事
務
所
及
び
広
島
港
湾
振
興
事
務
所
並
び
に
総
務
事
務
所
、
厚
生
環
境
事
務
所
、
保
健

所
及
び
建
設
事
務
所
の
支
所
並
び
に
農
林
水
産
事
務
所
の
事
業
所
」
に
改
め
、
同
表
主
任
企
画
員
の
項
を
削

り
、
同
表
主
任
専
門
員
の
項
中
「
、
セ
ン
タ
ー
及
び
広
島
港
湾
振
興
局
並
び
に
局
」
を
「
及
び
セ
ン
タ
ー
並

び
に
支
所
、
分
室
」
に
改
め
、
同
表
主
任
企
業
診
断
員
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

主
任
税
務

管
理
員 

県
税
事
務
所

及
び
そ
の
分

室 

上
司
の
命
を
受
け
、
税
務

事
務
の
指
導
及
び
管
理
に

関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
。

必
要
に
応
じ

置
く
。 

  

別
表
第
二
号
の
イ
の
表
主
任
税
務
査
察
員
の
項
中
「
地
域
事
務
所
税
務
局
」
を
「
県
税
事
務
所
及
び
そ
の

分
室
」
に
改
め
、
同
表
主
任
監
視
指
導
専
門
員
の
項
及
び
主
任
栄
養
指
導
専
門
員
の
項
中
「
地
域
事
務
所
厚

生
環
境
局
及
び
保
健
所
」
を
「
厚
生
環
境
事
務
所
及
び
保
健
所
並
び
に
そ
れ
ら
の
支
所
」
に
改
め
、
同
表
主

任
普
及
専
門
員
の
項
を
削
り
、
同
表
主
任
家
畜
衛
生
専
門
員
の
項
及
び
主
任
主
査
の
項
中
「
地
域
事
務
所
農

林
局
」
を
「
畜
産
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
主
任
事
業
推
進
員
の
項
中
「
地
域
事
務
所
農
林
局
」
を
「
農
林

水
産
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
総
務
管
理
員
の
項
中
「
地
域
事
務
所
総
務
局
」
を
「
総
務
事
務
所
」
に
改
め
、



同
表
精
度
管
理
員
の
項
中
「
広
島
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
及
び
福
山
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
並
び
に
広

島
地
域
保
健
所
及
び
福
山
地
域
保
健
所
」
を
「
西
部
厚
生
環
境
事
務
所
及
び
東
部
厚
生
環
境
事
務
所
福
山
支

所
並
び
に
西
部
保
健
所
及
び
東
部
保
健
所
福
山
支
所
」
に
改
め
、
同
表
管
理
調
整
員
の
項
中
「
地
域
事
務
所

建
設
局
」
を
「
建
設
事
務
所
及
び
そ
の
支
所
」
に
改
め
、
「
管
理
課
に
」
を
削
り
、
同
表
用
地
調
整
員
の
項

中
「
地
域
事
務
所
建
設
局
」
を
「
建
設
事
務
所
及
び
そ
の
支
所
」
に
改
め
、
「
用
地
課
に
」
を
削
り
、
同
表

工
事
管
理
員
の
項
中
「
地
域
事
務
所
建
設
局
」
を
「
建
設
事
務
所
及
び
そ
の
支
所
」
に
改
め
、
同
表
企
画
員

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

建
築
調
整

員 

建
設
事
務
所 

上
司
の
命
を
受
け
、
建
築

物
の
確
認
、
検
査
そ
の
他

指
導
及
び
取
締
り
の
調
整

事
務
に
従
事
す
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

  

別
表
第
二
号
の
イ
の
表
専
門
員
の
項
中
「
、
セ
ン
タ
ー
及
び
広
島
港
湾
振
興
局
並
び
に
局
」
を
「
及
び
セ

ン
タ
ー
並
び
に
支
所
、
分
室
」
に
改
め
、
同
表
企
業
診
断
員
の
項
を
削
り
、
同
表
税
務
管
理
員
の
項
及
び
税

務
査
察
員
の
項
中
「
地
域
事
務
所
税
務
局
」
を
「
県
税
事
務
所
及
び
そ
の
分
室
」
に
改
め
、
同
表
監
視
指
導

専
門
員
の
項
及
び
栄
養
指
導
専
門
員
の
項
中
「
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
及
び
保
健
所
」
を
「
厚
生
環
境
事

務
所
及
び
保
健
所
並
び
に
そ
れ
ら
の
支
所
」
に
改
め
、
同
表
普
及
専
門
員
の
項
を
削
り
、
同
表
家
畜
衛
生
専

門
員
の
項
及
び
主
査
の
項
中
「
地
域
事
務
所
農
林
局
」
を
「
畜
産
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
事
業
推
進
員
の

項
中
「
地
域
事
務
所
農
林
局
」
を
「
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
主
任
の
項
中
「
、
セ
ン
タ
ー
及
び

広
島
港
湾
振
興
局
並
び
に
局
」
を
「
及
び
セ
ン
タ
ー
並
び
に
支
所
、
分
室
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
号
の
ロ
の
表
所
長
及
び
校
長
の
項
中
「
学
校
」
を
「
消
防
学
校
」
に
改
め
、
同
表
主
任
専
門
員

の
項
中
「
及
び
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
セ
ン
タ
ー
及
び
消
防
学
校
」
に
改
め
、
同
表
主
任
専
門
技
術
員
の
項
を

削
り
、
同
表
主
任
普
及
専
門
員
の
項
中
「
及
び
森
林
環
境
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
表
専
門
員

の
項
中
「
及
び
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
セ
ン
タ
ー
及
び
消
防
学
校
」
に
改
め
、
同
表
専
門
技
術
員
の
項
を
削
り
、

同
表
普
及
専
門
員
の
項
中
「
及
び
森
林
環
境
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
表
主
任
の
項
中
「
及
び

セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
セ
ン
タ
ー
及
び
消
防
学
校
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
号
の
ハ
の
表
所
長
、
館
長
、
校
長
、
園
長
及
び
院
長
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

所
長
、
館

長
、
校
長

及
び
園
長 

所
、
総
合
精

神
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
、

館
、
学
校
、

園
及
び
能
力

開
発
校 

上
司
の
命
を
受
け
、
職
員

を
指
揮
監
督
し
、
当
該
施

設
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

非
常
勤
の
職

と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

別
表
第
二
号
の
ハ
の
表
副
院
長
の
項
を
削
り
、
同
表
事
務
局
長
の
項
中
「
県
立
病
院
」
を
「
事
務
局
」
に
、

「
院
長
」
を
「
施
設
の
長
」
に
、
「
病
院
の
」
を
「
施
設
の
」
に
改
め
、
「
県
立
広
島
病
院
に
置
く
。
」
を

削
り
、
同
表
セ
ン
タ
ー
長
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

セ
ン
タ
ー

長 

総
合
技
術
研

究
所
の
セ
ン 

上
司
の
命
を
受
け
、
職
員

を
指
揮
監
督
し
、
セ
ン
タ

 



 

タ
ー 

ー
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

 
  

別
表
第
二
号
の
ハ
の
表
医
監
の
項
中
「
県
立
総
合
技
術
研
究
所
」
を
「
総
合
技
術
研
究
所
」
に
改
め
、
同

表
次
長
の
項
中
「
所
、
セ
ン
タ
ー
及
び
県
立
病
院
」
を
「
総
合
技
術
研
究
所
の
セ
ン
タ
ー
及
び
事
務
局
」
に
、

「
施
設
の
長
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
又
は
事
務
局
長
」
に
、
「
施
設
の
事
務
」
を
「
セ
ン
タ
ー
又
は
事
務
局
の

事
務
」
に
改
め
、
同
表
支
所
長
の
項
中
「
県
立
総
合
技
術
研
究
所
」
を
「
総
合
技
術
研
究
所
」
に
改
め
、
同

表
副
館
長
の
項
を
削
り
、
同
表
副
園
長
の
項
中
「
学
園
の
」
を
「
園
の
」
に
改
め
、
同
表
副
校
長
の
項
中
「

看
護
専
門
学
校
」
を
「
学
校
」
に
改
め
、
同
表
事
務
長
の
項
及
び
主
任
部
長
の
項
を
削
り
、
同
表
部
長
の
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

部 
 

長 

部 

上
司
の
命
を
受
け
、
部
の

事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

  

別
表
第
二
号
の
ハ
の
表
室
長
、
課
長
、
分
室
長
及
び
係
長
の
項
中
「
室
（
県
立
病
院
に
あ
つ
て
は
、
県
立

広
島
病
院
緩
和
ケ
ア
支
援
室
に
限
る
。
）
、
課
」
を
「
課
」
に
、
「
県
立
総
合
技
術
研
究
所
食
品
工
業
技
術

セ
ン
タ
ー
凍
結
含
浸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
と
い
う
。

）
」
を
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
改
め
、
「
、
室
」
を
削
り
、
同
表
担
当
部
長
の
項
中
「
県
立
総
合
技

術
研
究
所
」
を
「
総
合
技
術
研
究
所
」
に
改
め
、
同
表
担
当
室
長
の
項
中
「
県
立
総
合
技
術
研
究
所
食
品
工

業
技
術
セ
ン
タ
ー
凍
結
含
浸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
表
総
看

護
師
長
の
項
及
び
副
看
護
部
長
の
項
を
削
り
、
同
表
総
括
研
究
員
の
項
中
「
公
の
施
設
」
を
「
文
書
館
並
び

に
総
合
技
術
研
究
所
の
セ
ン
タ
ー
及
び
総
合
技
術
研
究
所
西
部
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
生
産
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に

改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

総
括
学
芸

員 

美
術
館 

上
司
の
命
を
受
け
、
所
定

の
学
芸
員
の
業
務
を
つ
か

さ
ど
る
ほ
か
、
主
任
学
芸

員
及
び
学
芸
員
を
指
導
す

る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

 

別
表
第
二
号
の
ハ
の
表
副
部
長
及
び
技
師
長
の
項
中
「
及
び
技
師
長
」
を
削
り
、
「
県
立
総
合
技
術
研
究

所
の
セ
ン
タ
ー
及
び
県
立
総
合
技
術
研
究
所
西
部
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
生
産
ア
カ
デ
ミ
ー
並
び
に
県
立
病
院

の
科
及
び
セ
ン
タ
ー
」
を
「
部
」
に
改
め
、
同
表
副
総
看
護
師
長
の
項
及
び
看
護
師
長
の
項
を
削
り
、
同
表

主
任
企
画
員
の
項
中
「
公
の
施
設
」
を
「
総
合
技
術
研
究
所
及
び
そ
の
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
副
技
師

長
の
項
及
び
副
看
護
師
長
の
項
を
削
り
、
同
表
主
任
専
門
員
の
項
中
「
公
の
施
設
」
の
下
に
「
並
び
に
総
合

技
術
研
究
所
の
セ
ン
タ
ー
及
び
総
合
技
術
研
究
所
西
部
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
生
産
ア
カ
デ
ミ
ー
」
を
加
え
、

同
表
教
育
主
任
、
育
成
主
任
、
労
作
主
任
及
び
生
活
主
任
の
項
中
「
看
護
専
門
学
校
」
を
「
三
次
看
護
専
門

学
校
」
に
改
め
、
同
表
主
任
医
療
技
術
専
門
員
の
項
、
主
任
看
護
専
門
員
の
項
及
び
栄
養
指
導
管
理
員
の
項

を
削
り
、
同
表
主
任
訓
練
専
門
員
の
項
中
「
能
力
開
発
校
」
の
下
に
「
及
び
技
術
短
期
大
学
校
」
を
加
え
、

同
表
主
任
研
究
員
の
項
中
「
公
の
施
設
」
を
「
文
書
館
並
び
に
総
合
技
術
研
究
所
の
セ
ン
タ
ー
及
び
総
合
技

術
研
究
所
西
部
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
生
産
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 



主
任
学
芸

員 

美
術
館 

上
司
の
命
を
受
け
、
学
芸

員
の
業
務
を
つ
か
さ
ど
る

ほ
か
、
学
芸
員
の
職
務
の

連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

 

別
表
第
二
号
の
ハ
の
表
教
授
の
項
中
「
県
立
農
業
技
術
大
学
校
」
を
「
農
業
技
術
大
学
校
」
に
改
め
、
同

表
企
画
員
の
項
中
「
公
の
施
設
」
を
「
総
合
技
術
研
究
所
及
び
そ
の
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
薬
剤
長
の

項
を
削
り
、
同
表
専
門
員
の
項
中
「
公
の
施
設
」
の
下
に
「
並
び
に
総
合
技
術
研
究
所
の
セ
ン
タ
ー
及
び
総

合
技
術
研
究
所
西
部
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
生
産
ア
カ
デ
ミ
ー
」
を
加
え
、
同
表
医
療
技
術
専
門
員
の
項
及
び

看
護
専
門
員
の
項
を
削
り
、
同
表
訓
練
専
門
員
の
項
中
「
能
力
開
発
校
」
の
下
に
「
及
び
技
術
短
期
大
学
校

」
を
加
え
、
同
表
副
主
任
研
究
員
の
項
中
「
公
の
施
設
」
を
「
文
書
館
並
び
に
総
合
技
術
研
究
所
の
セ
ン
タ

ー
及
び
総
合
技
術
研
究
所
西
部
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
生
産
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
改
め
、
同
表
助
教
授
の
項
中
「

助

教

授
」
を
「
准

教

授
」
に
、
「
県
立
農
業
技
術
大
学
校
」
を
「
農
業
技
術
大
学
校
」
に
改
め
、
同
表

主
任
の
項
中
「
公
の
施
設
」
の
下
に
「
並
び
に
総
合
技
術
研
究
所
の
セ
ン
タ
ー
及
び
総
合
技
術
研
究
所
西
部

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
生
産
ア
カ
デ
ミ
ー
」
を
加
え
、
同
表
研
究
員
の
項
中
「
公
の
施
設
」
を
「
文
書
館
並
び

に
総
合
技
術
研
究
所
の
セ
ン
タ
ー
及
び
総
合
技
術
研
究
所
西
部
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
生
産
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に

改
め
、
同
表
医
長
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

学

芸

員 

美
術
館 

上
司
の
命
を
受
け
、
美
術

品
等
に
関
す
る
専
門
的
事

項
を
つ
か
さ
ど
る
。 

必
要
に
応
じ

置
く
。 

  
 
 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


